
第５０号議案  

 

 

 

   中野区障害者福祉会館条例等の一部を改正する条例  

 

 

 

 上記の議案を提出します。  

 

 

 

  令和５年６月２０日  

 

 

 

提出者  中野区長   酒 井 直 人    

 

 

 

 

 

 

（提案理由）  

 施設の管理を行わせる指定管理者の要件を改める必要がある。  



   中野区障害者福祉会館条例等の一部を改正する条例  

 

 （中野区障害者福祉会館条例の一部改正）  

第１条  中野区障害者福祉会館条例（昭和５４年中野区条例第３７号）

の一部を次のように改正する。  

  第３条の４中「社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第２２条

に規定する社会福祉法人で」を削り、「もの」を「法人」に改める。  

 （中野区立かみさぎこぶし園条例の一部改正）  

第２条  中野区立かみさぎこぶし園条例（平成１５年中野区条例第２

５号）の一部を次のように改正する。  

  第８条第１項中「基づき」を「より」に、「社会福祉法（昭和２

６年法律第４５号）第２２条に規定する社会福祉法人」を「法人」

に改める。  

 （中野区立障害児通所支援施設条例の一部改正）  

第３条  中野区立障害児通所支援施設条例（平成１５年中野区条例第

２６号）の一部を次のように改正する。  

  第６条第１項中「、医療法（昭和２３年法律第２０５号）第３９

条に規定する医療法人、社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第

２２条に規定する社会福祉法人又は特定非営利活動促進法（平成１

０年法律第７号）第２条第２項に規定する特定非営利活動法人で」

を削り、「もの」を「法人」に改める。  

附  則  

 （施行期日）  

１  この条例は、公布の日から施行する。  

 （経過措置）  

２  第１条の規定による改正後の中野区障害者福祉会館条例第３条の

４の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後



に指定する指定管理者による会館の管理について適用し、施行日前

に指定した指定管理者による会館の管理については、なお従前の例

による。  

３  第２条の規定による改正後の中野区立かみさぎこぶし園条例第８

条第１項の規定は、施行日以後に指定する指定管理者による施設の

管理について適用し、施行日前に指定した指定管理者による施設の

管理については、なお従前の例による。  

４  第３条の規定による改正後の中野区立障害児通所支援施設条例第

６条第１項の規定は、施行日以後に指定する指定管理者による施設

の管理について適用し、施行日前に指定した指定管理者による施設

の管理については、なお従前の例による。  


